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市
・
都
民
税
、
所
得
税
の
申
告
準
備
は
お
早
め
に

　
２
月
か
ら
市
・
都
民
税
、
所
得
税

の
申
告
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

　
期
間
・
会
場
な
ど
は
、「
広
報
あ
き

し
ま
」２
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
相
談

（
無
料
／
事
前
に
要
申
込
）

　

所
得
税
・
事
業
税
な
ど
の
申
告

（
譲
渡
・
贈
与
・
相
続
関
係
を
除
く
）

や
、
所
得
税
申
告
書
の
書
き
方
に
つ

い
て
相
談
で
き
ま
す
。
会
場
で
作
成

し
た
申
告
書
は
当
日
提
出
で
き
ま
す

の
で
、
作
成
に
必
要
な
書
類
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
申
告
書
の
提
出
の
み
の

場
合
は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
直
接
、
立
川
税
務
署
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　

２
月
６
日（
月
）・
７
日

（
火
）の
午
前
９
時
15
分
〜
11
時
、

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

◇
場
所　
市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

◇
対
象

＊
年
金
受
給
者
で
、
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
400
万
円
を
超
え
る

方
、
公
的
年
金
の
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

＊
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
を
し

て
い
な
い
方　
な
ど

※
高
額
所
得
者
や
相
談
内
容
が
複
雑

な
方
は
、
各
自
で
税
理
士
に
相
談

（
有
料
）を
す
る
か
、
税
務
署
の
作

成
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
持
ち
物　
源
泉
徴
収
票
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド（
通
知
カ
ー
ド
と
、

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で
き

る
書
類
で
も
可
）、国
民
年
金
保
険

料
・
寄
附
金
な
ど
の
支
払
い
を
証

明
す
る
書
類
、
生
命
保
険
料
控
除

証
明
書
な
ど

※
還
付
申
告
の
場
合
は
、
還
付
金
の

振
り
込
み
先
の
口
座
が
分
か
る
も

の
も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◇
申
し
込
み　
１
月
10
日
か
ら
無
料

申
告
相
談
事
前
申
し
込
み
専
用
電

話
☎
03-

６
６
３
４

-

５
３
１
４
、
ま
た

は
、
専
用
サ
イ
ト
で

※
予
約
状
況
に
よ
り
、
早
め
に
受
け

付
け
を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

申
告
書
の
作
成
・
提
出
会
場

　
所
得
税（
復
興
特
別
所
得
税
）・
贈

与
税
・
個
人
消
費
税
の
申
告
書
を
作

成
・
提
出
で
き
ま
す
。
公
共
交
通
機

関
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　
２
月
１
日（
水
）〜
３
月
15

日（
水
）の
平
日
、２
月
19
日（
日
）・

26
日（
日
）

◇
時
間

＊
相
談
＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
受
け
付
け
は
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
４
時
）

＊
申
告
書
の
提
出
＝
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

※
密
集
を
防
ぐ
た
め
、
入
場
整
理
券

を
事
前
に
国
税
庁
公
式
Ｌラ

イ

ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ

ア
カ
ウ
ン
ト
で
発
行
す
る
ほ
か
、

当
日
分
を
立
川
地
方
合
同
庁
舎
１

階
で
配
布
し
ま
す
。

※
混
雑
時
は
、
早
め
に
受
け
付
け
を

終
了
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
場
所　
立
川
地
方
合
同
庁
舎

◇
持
ち
物　
確
定
申
告
に
必
要
な
書

類
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
通
知

カ
ー
ド
と
、
運
転
免
許
証
な
ど
本

人
確
認
で
き
る
書
類
で
も
可
）

所
得
税
の
還
付
に
つ
い
て

　
給
与
所
得
な
ど
の
あ
る
方
で
、
令

和
４
年
中
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
源

泉
徴
収
税
額
が
過
納
と
な
っ
て
い
る

場
合
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
借
り
入
れ
て

住
宅
を
取
得
し
た

＊
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

＊
寄
附
金
・
義
援
金
を
支
払
っ
た

＊
年
の
途
中
で
退
職
し
た

＊
令
和
４
年
分
の
所
得
が
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
の
み
で
、
源
泉

徴
収
さ
れ
て
い
る　
な
ど

◎ 

ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
を
申
請
し
た
方
へ

　
医
療
費
控
除
な
ど
の
た
め
に
確
定

申
告
を
行
う
場
合
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
通

常
の
寄
附
金
控
除
と
同
様
に
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
で
の
提
出
は
こ
ち
ら
へ

◇
宛
先　
〒
190-

８
５
６
５　
立
川

地
方
合
同
庁
舎
立
川
税
務
署

※
申
告
書
の｢

控｣

が
必
要
な
方
は
、

宛
先
を
記
入
し
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ

い
。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
申
告
書
の
作
成

を
　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
画

面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す
る
と
、

自
動
計
算
に
よ
り
、
申
告
書
な
ど
を

作
成
で
き
ま
す
。
作
成
後
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
送
信
す
る
か
、
印
刷
し
て

税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、令
和
４
年
分
の
申
告
か
ら
、

次
の
と
お
り
、
更
に
便
利
に
な
り
ま

し
た
。

＊ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し

た
申
告
の
際
、
カ
ー
ド
の
読
み
取

り
が
１
回
に

＊ 

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
に
よ
る
申

告
書
の
自
動
入
力
の
対
象
が
拡
大

し
、
医
療
費
通
知
情
報（
１
年
間

分
）、
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
、
国
民
年
金
保
険
料
が
対
象
に

＊ 

青
色
申
告
決
算
書
・
収
支
内
訳
書

が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
作
成
可
能

に
☆
詳
し
く
は
、
立
川
税
務
署
☎
042-

523-

１
１
８
１
へ
。

　
個
人
事
業
所
得
・
不
動
産
所

得
が
あ
る
方
が
、
令
和
５
年
10

月
１
日
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス（
※
）

を
交
付
す
る
た
め
に
は
、
３
月

31
日
ま
で
に
登
録
が
必
要
で

す
。

☆
詳
し
く
は
、
立
川
税
務
署
☎

042-

523-

１
１
８
１
へ
。

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

つ
い
て

※ 

売
り
手
が
買
い
手
に
対
し
て
、正

確
な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
な

ど
を
伝
え
る
も
の

◎
20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入

　
国
民
年
金
は
、
病
気
ま
た
は
け
が
で
障

害
が
残
っ
た
と
き
や
老
後
な
ど
、
収
入
が

得
ら
れ
に
く
い
時
期
の
生
活
を
公
的
に
支

援
す
る
制
度
で
す
。

　
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
〜
59
歳
の
方
は

加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
20
歳
に

な
る
と
、日
本
年
金
機
構
か
ら「
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
」、「
国
民
年
金
保
険
料
納
付

書
」が
送
付
さ
れ
ま
す（
厚
生
年
金
や
共
済

組
合
の
加
入
者
と
そ
の
配
偶
者
を
除
く
）。

　

令
和
４
年
度
の
保
険
料
は
月
額
１
万

６
５
９
０
円
で
す
。
納
め
忘
れ
が
あ
る
と

将
来
の
受
給
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の
納
付
が
困

難
な
方
に
は
、納
付
が
免
除（
全
部
ま
た
は

一
部
）・
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
学
生
で
納
付
で
き
な
い
方
に
は
、

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
学
生
納
付
特
例
制
度

が
あ
り
ま
す
。
希
望
す
る
方
は
、
市
役
所

年
金
係
ま
た
は
東
部
出
張
所
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い（
い
ず
れ
も
所
得
制
限
あ
り
）。

☆
詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
。

◎
障
害
の
あ
る
方
に
は

　
20
歳
に
な
る
前
の
病
気
や
け
が
が
原
因

で
、
20
歳
に
達
し
た
と
き
に
一
定
程
度
の

障
害
の
あ
る
方
は
、
請
求
に
よ
り
障
害
基

礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
本
人
に
所
得
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
金
額
に
応
じ
て
支
給
が
制
限
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
年
金
係
へ
。

◎ 

老
齢
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に
源
泉
徴

収
票
を
送
付

　
日
本
年
金
機
構
か
ら
、令
和
４
年
中
の
年

金
の
支
払
総
額
や
源
泉
徴
収
税
額
な
ど
を

記
載
し
た「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

が
１
月
下
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。
所
得
税

や
市
・
都
民
税
の
申
告
を
す
る
際
に
必
要

で
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
な
ど
は

課
税
対
象
で
は
な
い
た
め
、
源
泉
徴
収
票

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０-

05-

１
１
６
５
、ま
た
は
、立

川
年
金
事
務
所
☎
042-

523-

０
３
５
２
へ
。

◎ 

国
民
年
金
保
険
料
案
内
業
務
の
民
間
委

託
　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
保
険
料
を
納
め

忘
れ
て
い
る
方
へ
の
電
話・文
書・戸
別
訪

問
に
よ
る
納
付
案
内
の
業
務
に
つ
い
て
、

次
の
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
い
ま
す
。

◇ 

事
業
者　

ア
イ
ヴ
ィ
ジ
ッ
ト
・
東
洋

紙
業
共
同
企
業
体
☎
０
５
７
０-

021

-

781
☆
詳
し
く
は
、
立
川
年
金
事
務
所
☎
042-

523-

０
３
５
２
へ
。

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

　市内の中学生が応募し、審査の結果、次の方が
入賞しました。
◎税についての作文
＊ 昭島市長賞＝宮崎咲英子さん（瑞雲中３年）
＊ 昭島市教育長賞＝能城結子さん（清泉中３年）
＊ 多摩納税貯蓄組合連合会優秀賞＝山本菜花さ
ん（清泉中３年）
＊ 東京都立川都税事務所長賞＝石名部璃子さん
（瑞雲中３年）

◎税の標語
＊ 昭島市長賞＝日下蒼太さん（清泉中１年）
＊ 昭島市教育長賞＝古橋玲凪さん（清泉中１年）
＊ 東京都立川都税事務所長賞＝石井大獅さん（瑞
雲中１年）
＊ 立川間税会会長賞＝栗原陽輝さん（瑞雲中１年）
＊ 全国間税会総連合会入選＝名和彩夢さん（福島
中１年）
＊ 東京国税局間税会連合会入選＝原 百花さん（拝
島中１年）

パネル展を開催
　受賞作品を展示します。
◇ 日時　１月11日（水）までの午前８時30分～午後
５時15分（11日は午後４時まで）

◇場所　市役所市民ロビー
☆詳しくは、教育総務課庶務係へ。

税についての作文・標語の入賞
者を決定

◎ 住宅ローン控除の適用
期限を延長

　入居期限が令和７年12
月31日までに延長されま
す。控除限度額は所得税の
課税総所得金額等の５％ 
（最高９万7500円）です。
　なお、４年中に入居し、
住宅の対価、または、費用
に含まれる消費税などの
税率が10％で一定の期間
内に住宅の取得などの契

約をした方は、控除限度
額が所得税の課税総所得金
額等の７％（最高13万6500
円）となります。
◎ 成年年齢の引き下げに

伴い非課税判定を変更
　賦課期日（１月１日）時
点で18・19歳の方は、市・
都民税、所得税の非課税
の判定で、未成年者に該
当しません。
☆詳しくは、市民税係へ。

市・都民税、所得税
税制改正のお知らせ

１月から軽J
ジェンクス

NKSの運用を開始
　軽JNKSとは、軽自動
車税（種別割）の納付情報
を軽自動車検査協会がオ
ンラインで照会できるシ
ステムです。これにより、
継続検査窓口での納税証
明書の提示が原則不要に
なります。
　ただし、次の場合は納
税証明書が必要です。

＊ 対象車両が二輪の小型
自動車である

＊ 軽JNKSに納付情報が
反映されていない（納付
直後、中古車として購
入した直後、転入・転
出した直後など）

＊ 対象車両で過去に税金
の未納がある

☆詳しくは、納税課へ。


